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核燃料物質使用施設等保安規定の変更認可申請について

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条第１項の規定に基

づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使

用施設等保安規定について、別紙のとおり変更認可を申請します。 



別紙 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

核燃料物質使用施設等保安規定の変更 

 

 

この保安規定に係る変更の内容及び変更の理由は、次のとおりである。 

なお、変更の内容等の詳細は、別添に示す。 

 

１．変更の内容 

（１）放射性廃棄物でない廃棄物の管理の追加 

① 第５３条の３「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」を追加する。 

 

（２）核燃料物質の使用等を終了した設備に係る変更 

① 第７４条「核燃料物質の使用」の第２項において、維持管理設備の表示に関する記載

を追加する。 

② 第７８条の３「施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定」、第７８

条の４「施設管理実施計画等の策定」、第７８条の５「保全活動の実施」及び第７８条

の６「保全活動の有効性評価及び改善」において、維持管理設備に関する記載を追加す

る。 

③ 別表第３２ 各施設の廃液タンクにおける発生元の分類（第５６条、第５７条）のＡ

ＧＦにおいて、Ｎｏ．１１セル内排水に関する記載を削除する。 

④ 別表第３６ 負圧及び負圧警報設定値（第６７条、第７０条）の（１）ＡＧＦにおい

て、維持管理設備に関する記載を追加する。 

⑤ 別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条）の（１）ＡＧＦにおいて、Ｎｏ．１

１セル、Ｎｏ．１２セル及び恒温室（Ｎｏ．１６グローブボックス）について取扱制限

量を削除する。 

⑥ 別表第４１ 巡視（第６５条、第７７条）のセル等フードにおいて、維持管理設備に

関する記載を追加する。 

⑦ 別図第３ ＡＧＦ管理区域図（第３１条、第６１条、第６４条）の地階平面図から試料

入キャスク置場に関する記載を削除する。 

 

（３）分析装置、使用設備及び使用場所の追加に係る変更 

① 第７４条「核燃料物質の使用」の第１項において、気密を保持した上で全放射能量が

３７ＭＢｑ未満の核燃料物質を取り扱うＦＭＦの分析装置として、誘導結合プラズマ質

量分析計を追加する。 

② 別表第３６ 負圧及び負圧警報設定値（第６７条、第７０条）の（２）ＦＭＦにおい

て、実験室グローブボックスの負圧設定値及び負圧警報設定値を追加する。 

③ 別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条）の（２）ＦＭＦにおいて、分析室に

おける取扱制限量を追加する。 

④ 別図第６ ＦＭＦ管理区域図（第３１条、第６４条）の１階平面図の暗室を分析室に

名称変更する。 

 

（４）組織改正及び品質マネジメント文書の見直しに伴う変更 

① 別表第５ 品質マネジメントシステム文書体系（第９条）の燃料材料開発部（二次文

書）に記載されている文書名及び文書番号を変更する。 
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（５）記載の適正化に係る変更 

① 第７９条「定期事業者検査」の第３項及び第８１条「使用前事業者検査」の第３項に

ついて、「核燃料取扱主任者」から「核燃料取扱主務者」へ変更する。 

② 別図第３ ＡＧＦ管理区域図（第３１条、第６１条、第６４条）の地階平面図の廃液

処理室を地階資材室に名称変更する。 

③ その他、表記の見直しを行う。 

 

２．変更の理由 

（１）放射性廃棄物でない廃棄物の管理の追加 

放射性廃棄物でない廃棄物の管理を明確にするため。 

 

（２）核燃料物質の使用等を終了した設備に係る変更 

核燃料物質の使用等を終了したため。 

 

（３）分析装置、使用設備及び使用場所の追加に係る変更 

分析装置、使用設備及び使用場所を新たに追加したため。 

 

（４）組織改正及び品質マネジメント文書の見直しに伴う変更 

組織改正及び品質マネジメント文書の統合に伴い、燃料材料開発部における二次文書を

見直したため。 

 

（５）記載の適正化に係る変更  

「核燃料取扱主務者」と記載すべきところを「核燃料取扱主任者」と記載している箇所が

あるため。また、表記の適正化を図るため、所要の見直しを行う。 

 

３．施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行する。 

 

 

以上 



別添 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所（南地区） 

核燃料物質使用施設等保安規定 

新旧対照表 

令和４年１０月 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線又は 部分は変更部分） 

1 

変更前 変更後 備考 

第１編 総則 第１編 総則



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線又は 部分は変更部分） 
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変更前 変更後 備考 

第１編 総則 

第１条 ～ 第３０条 （省略） 

第１編 総則 

第１条 ～ 第３０条 （変更なし） 



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線又は 部分は変更部分） 

3 

変更前 変更後 備考 

第２編 放射線管理 第２編 放射線管理 



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線又は 部分は変更部分） 

4 

変更前 変更後 備考 

第２編 放射線管理 

第３１条 ～ 第５０条 （省略） 

第２編 放射線管理 

第３１条 ～ 第５０条 （変更なし） 



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線又は 部分は変更部分） 

5 

変更前 変更後 備考 

第３編 核燃料物質等の運搬

及び放射性廃棄物等

の管理 

第３編 核燃料物質等の運搬

及び放射性廃棄物等

の管理 



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線又は 部分は変更部分） 

6 

変更前 変更後 備考 

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

第５１条 ～ 第５３条の２ （省略） 

（液体廃棄物の容器による廃棄） 

第５４条 作業担当課長は、液体廃棄物を容器により廃棄する場合は、水溶液と有機溶液とに区分し、

別表第３１により分類し、それぞれ所定の容器に入れ、かつ有害な化学反応を起こさないような措置

を講じる。また、容器ごとに廃棄物の内容、主な核種とその量、線量当量率を明示する。 

２ 管理区域管理者は、前項の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

３ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、ＷＤＦについ

ては環境技術課長が廃液処理装置により、ＦＭＦについては高速炉第１課長がＪＷＴＦの廃棄物処

理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液処理装置によりそれぞれ処理する。 

第５５条 ～第６４条 （省略） 

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

第５１条 ～ 第５３条の２ （変更なし） 

（放射性廃棄物でない廃棄物の管理） 

第５３条の３ 作業担当課長は、管理区域内に設置されている設備等を構成している金属、コンクリ

ート、ガラス、プラスチック等（以下「資材等」という。）を、核燃料物質及び核燃料物質によっ

て汚染された物で廃棄しようとするものでない廃棄物（以下「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）

とする場合は、次の各号に掲げる措置を講じて施設管理統括者の承認を得る。 

（1） 使用履歴の記録等が管理されている資材等については、管理された使用履歴、設置状況の記

録等により汚染がないことを確認する。 

（2） 汚染された資材等については、その汚染部位の特定・分離を行う。

（3） 適切な測定方法により念のための放射線測定を行い、汚染がないことを確認する。

２ 施設管理統括者は、前項の承認をしようとする場合は、あらかじめ放射線管理第１課長の同意を

得る。 

３ 作業担当課長は、第１項で承認を得た放射性廃棄物でない廃棄物について、管理区域から搬出す

るまでの間、放射性廃棄物との混在防止の措置及び汚染を防止するための措置を講ずる。 

（液体廃棄物の容器による廃棄） 

第５４条 作業担当課長は、液体廃棄物を容器により廃棄する場合は、水溶液と有機溶液とに区分し、

別表第３１により分類し、それぞれ所定の容器に入れ、かつ有害な化学反応を起こさないような措

置を講ずる。また、容器ごとに廃棄物の内容、主な核種とその量、線量当量率を明示する。 

２ 管理区域管理者は、前項の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

３ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、ＷＤＦについ

ては環境技術課長が廃液処理装置により、ＦＭＦについては高速炉第１課長がＪＷＴＦの廃棄物処

理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液処理装置によりそれぞれ処理する。 

第５５条 ～第６４条 （変更なし） 

放射性廃棄物で

ない廃棄物の管

理に係る条文を

追記 

記載の適正化 



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線又は 部分は変更部分） 
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変更前 変更後 備考 

第４編 施設管理 第４編 施設管理 



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線又は   部分は変更部分） 

8 

変更前 変更後 備考 

第４編 施設管理 

第６５条 ～ 第７３条 （省略） 

 

（核燃料物質の使用） 

第７４条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、セル等及びフード以外の場

所で核燃料物質を使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる核燃料物質を使用する場合、Ｉ

ＲＡＦにおいてＦＰソース要素及び核燃料物質はくを使用する場合並びにＦＭＦ（集束イオンビー

ム加工装置、透過型電子顕微鏡及び二次イオン質量分析計）において気密を保持した上で全放射能

量が３７ＭＢｑ未満の核燃料物質を使用する場合は、この限りでない。 

 

(1) 天然ウラン（化合物を含む。）又は劣化ウラン（化合物を含む。） 

(2) 濃縮ウラン（化合物を含む。）、プルトニウム（化合物を含む。）、ウラン－２３３（化合物

を含む。）、濃縮ウラン（化合物を含む。）とプルトニウム（化合物を含む。）の混合物のいず

れかであって密封（電着線源等を含む。）されたもの。 

２ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、使用施設等の目につきやすい場所

に、使用上の注意事項を掲示する。 

 

３ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質を使用するときは、当

該使用場所に核燃料物質取扱制限量を表示する。 

４ 施設管理者（環境技術課長、高速炉第１課長及び高速炉照射課長を除く。）は、漏えいするお

それのある粉体の核燃料物質の量を抑制するために、別表第４３に掲げる制限を超えないように

管理する。 

５ 施設管理者（環境技術課長、高速炉第１課長及び高速炉照射課長を除く。）は、核燃料物質を

保管した容器を開封する場合には気密設備であるセル又はグローブボックスにおいて行う。 

 

第７４条の２ ～ 第７８条の２ （省略） 

 

 （施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第７８条の３ 施設管理者及び放射線管理第１課長は、前条の施設管理目標を踏まえ、所掌する設

備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定する。 

 

２ 施設管理者は、前項の定量的な施設管理目標を取りまとめ、放射線管理部長の確認を受けたのち

に、施設管理統括者の承認を得る。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 施設管理統括者は、前項の承認を行う場合は、核燃料取扱主務者の同意を得る。 

４ 施設管理者は、第２項の承認を得たときは、放射線管理第１課長、工務課長及び高速炉第２課長

（ＪＷＴＦに限る。）に通知する。 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第７８条の４ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第１課長は、所掌

する設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定する。 

 

第４編 施設管理 

第６５条 ～ 第７３条 （変更なし） 

 

（核燃料物質の使用） 

第７４条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、セル等及びフード以外の場

所で核燃料物質を使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる核燃料物質を使用する場合、Ｉ

ＲＡＦにおいてＦＰソース要素及び核燃料物質はくを使用する場合並びにＦＭＦ（集束イオンビー

ム加工装置、透過型電子顕微鏡、二次イオン質量分析計及び誘導結合プラズマ質量分析計）におい

て気密を保持した上で全放射能量が３７ＭＢｑ未満の核燃料物質を使用する場合は、この限りでな

い。 

(1) 天然ウラン（化合物を含む。）又は劣化ウラン（化合物を含む。） 

(2) 濃縮ウラン（化合物を含む。）、プルトニウム（化合物を含む。）、ウラン－２３３（化合物

を含む。）、濃縮ウラン（化合物を含む。）とプルトニウム（化合物を含む。）の混合物のいず

れかであって密封（電着線源等を含む。）されたもの。 

２ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、使用施設等の目につきやすい場所

に、使用上の注意事項を掲示する。また、維持管理設備については、核燃料物質の使用禁止の表示

を行う。 

３ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質を使用するときは、当

該使用場所に核燃料物質取扱制限量を表示する。 

４ 施設管理者（環境技術課長、高速炉第１課長及び高速炉照射課長を除く。）は、漏えいするお

それのある粉体の核燃料物質の量を抑制するために、別表第４３に掲げる制限を超えないように

管理する。 

５ 施設管理者（環境技術課長、高速炉第１課長及び高速炉照射課長を除く。）は、核燃料物質を

保管した容器を開封する場合には気密設備であるセル又はグローブボックスにおいて行う。 

 

第７４条の２ ～ 第７８条の２ （変更なし） 

 

 （施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第７８条の３ 施設管理者及び放射線管理第１課長は、前条の施設管理目標を踏まえ、所掌する設

備・機器（維持管理設備を含む。）のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策

定する。 

２ 施設管理者は、前項の定量的な施設管理目標を取りまとめ、放射線管理部長の確認を受けたのち

に、施設管理統括者の承認を得る。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 施設管理統括者は、前項の承認を行う場合は、核燃料取扱主務者の同意を得る。 

４ 施設管理者は、第２項の承認を得たときは、放射線管理第１課長、工務課長及び高速炉第２課長

（ＪＷＴＦに限る。）に通知する。 

 

 （施設管理実施計画等の策定） 

第７８条の４ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第１課長は、所掌

する設備・機器（維持管理設備を含む。）について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計

画を策定する。 

 

 

 

 

 

 
 

分析装置の追加

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

維持管理設備の

追加に伴う見直

し（以下同じ。） 
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変更前 変更後 備考 

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。

(2) 使用施設等の設計及び工事に関すること。

(3) 使用施設等の巡視（使用施設等の保全のために実施するものに限る。）に関すること。

(4) 使用施設等の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（使用施設等の操作中及び操作停止中の

区別を含む。）に関すること。

(5) 使用施設等の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。 

(6) 使用施設等の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関すること。

(7) 前号の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関すること。 

(8) 使用施設等の施設管理に関する記録に関すること。

２ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第１課長は、所掌する設備・

機器について、次の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び検査要否整理表を策定する。 

(1) 使用施設等の工事の方法及び時期

(2) 使用施設等の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期

３ 第１項及び前項において、使用施設等の操作を相当期間停止する場合その他その施設管理を行う

観点から特別な状態にある場合においては、特別な状態である期間とその内容を示した上で、その

特別な措置として核燃料使用規則第２条の１１の７第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画

並びに特別な設備保全整理表及び検査要否整理表を定めることができる。 

４ 施設管理者は、第１項から前項までの施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理

表を取りまとめ、放射線管理部長の確認を受けたのちに、施設管理統括者の承認を得る。これを変

更しようとするときも、同様とする。 

５ 施設管理統括者は、前項の承認を行う場合は、核燃料取扱主務者の同意を得る。 

６ 施設管理者は、第４項の承認を得たときは、放射線管理第１課長、工務課長及び高速炉第２課長

（ＪＷＴＦに限る。）に通知する。 

 （保全活動の実施） 

第７８条の５ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第１課長は、所掌

する設備・機器について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めると

ころにより、保全活動を実施する。 

 （保全活動の有効性評価及び改善） 

第７８条の６ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第１課長は、所掌

する設備・機器について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性

評価を定期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行う。 

（定期事業者検査） 

第７９条 原子力施設検査室長は、定期事業者検査を実施しようとするときは、定期事業者検査計画

書及び定期事業者検査要領書を策定し、核燃料取扱主務者の同意を得る。これを変更しようとする

ときも、同様とする。ただし、予定期間の変更、その他施設の安全に影響しない軽微な変更につい

ては、この限りではない。 

２ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第1課長は、原子力施設検査室

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。

(2) 使用施設等の設計及び工事に関すること。

(3) 使用施設等の巡視（使用施設等の保全のために実施するものに限る。）に関すること。

(4) 使用施設等の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（使用施設等の操作中及び操作停止中の

区別を含む。）に関すること。

(5) 使用施設等の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。 

(6) 使用施設等の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関すること。

(7) 前号の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関すること。 

(8) 使用施設等の施設管理に関する記録に関すること。

２ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第１課長は、所掌する設備・機

器（維持管理設備を含む。）について、次の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び検査

要否整理表を策定する。 

(1) 使用施設等の工事の方法及び時期

(2) 使用施設等の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期

３ 第１項及び前項において、使用施設等の操作を相当期間停止する場合その他その施設管理を行う

観点から特別な状態にある場合においては、特別な状態である期間とその内容を示した上で、その

特別な措置として核燃料使用規則第２条の１１の７第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画

並びに特別な設備保全整理表及び検査要否整理表を定めることができる。 

４ 施設管理者は、第１項から前項までの施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理

表を取りまとめ、放射線管理部長の確認を受けたのちに、施設管理統括者の承認を得る。これを変

更しようとするときも、同様とする。 

５ 施設管理統括者は、前項の承認を行う場合は、核燃料取扱主務者の同意を得る。 

６ 施設管理者は、第４項の承認を得たときは、放射線管理第１課長、工務課長及び高速炉第２課長

（ＪＷＴＦに限る。）に通知する。 

（保全活動の実施） 

第７８条の５ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第１課長は、所掌

する設備・機器（維持管理設備を含む。）について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び

検査要否整理表に定めるところにより、保全活動を実施する。 

 （保全活動の有効性評価及び改善） 

第７８条の６ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第１課長は、所掌

する設備・機器（維持管理設備を含む。）について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する

事項に限る。）の有効性評価を定期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合に

は改善を行う。 

（定期事業者検査） 

第７９条 原子力施設検査室長は、定期事業者検査を実施しようとするときは、定期事業者検査計画

書及び定期事業者検査要領書を策定し、核燃料取扱主務者の同意を得る。これを変更しようとする

ときも、同様とする。ただし、予定期間の変更、その他施設の安全に影響しない軽微な変更につい

ては、この限りではない。 

２ 施設管理者、高速炉第２課長（ＪＷＴＦに限る。）及び放射線管理第1課長は、原子力施設検査室

維持管理設備の

追加に伴う見直

し（以下同じ。） 
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変更前 変更後 備考 

長の求めに応じて前項の定期事業者検査に必要な情報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の定期事業者検査計画書及び定期事業者検査要領書に従い定期事

業者検査を実施し、検査成績書を取りまとめ、核燃料取扱主任者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得たときは、施設管理者、高速炉第２課

長（ＪＷＴＦに限る。）又は放射線管理第１課長に通知する。 

５ 施設管理者、高速炉第２課長及び放射線管理第１課長は、前項の通知のうち、第１項の同意に係

る通知を受けたときは、それぞれ施設管理統括者及び放射線管理部長に報告する。 

第８０条 （省略） 

（使用前事業者検査） 

第８１条 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、使用前事業者検

査計画書及び使用前事業者検査要領書を策定し、核燃料取扱主務者の同意を得る。これを変更す

るときも、同様とする。ただし、予定期間の変更、その他施設の安全に影響しない軽微な変更につ

いては、この限りではない。 

２ 施設管理者並びに当該検査に関係する課長は、原子力施設検査室長の求めに応じて、前項の使

用前事業者検査に必要な情報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の使用前事業者検査計画書及び使用前事業者検査要領書に従い

使用前事業者検査を実施し、検査成績書を取りまとめ、核燃料取扱主任者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得たときは、施設管理者及び当該検査

に関係する課長に通知する。 

５ 施設管理者は、前項の通知のうち、第１項の同意に係る通知を受けたときは、施設管理統括者

に報告する。 

第８２条 （省略） 

長の求めに応じて前項の定期事業者検査に必要な情報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の定期事業者検査計画書及び定期事業者検査要領書に従い定期事

業者検査を実施し、検査成績書を取りまとめ、核燃料取扱主務者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得たときは、施設管理者、高速炉第２課

長（ＪＷＴＦに限る。）又は放射線管理第１課長に通知する。 

５ 施設管理者、高速炉第２課長及び放射線管理第１課長は、前項の通知のうち、第１項の同意に係

る通知を受けたときは、それぞれ施設管理統括者及び放射線管理部長に報告する。 

第８０条 （変更なし） 

（使用前事業者検査） 

第８１条 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、使用前事業者検

査計画書及び使用前事業者検査要領書を策定し、核燃料取扱主務者の同意を得る。これを変更す

るときも、同様とする。ただし、予定期間の変更、その他施設の安全に影響しない軽微な変更につ

いては、この限りではない。 

２ 施設管理者並びに当該検査に関係する課長は、原子力施設検査室長の求めに応じて、前項の使

用前事業者検査に必要な情報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の使用前事業者検査計画書及び使用前事業者検査要領書に従い

使用前事業者検査を実施し、検査成績書を取りまとめ、核燃料取扱主務者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得たときは、施設管理者及び当該検査

に関係する課長に通知する。 

５ 施設管理者は、前項の通知のうち、第１項の同意に係る通知を受けたときは、施設管理統括者に

報告する。 

第８２条 （変更なし） 

記載の適正化 

記載の適正化 
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変更前 変更後 備考 

附 則 附 則 
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変更前 変更後 備考 

附 則 

この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行する。 

附則の追記 
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変更前 変更後 備考 

別 表 別 表
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変更前 変更後 備考 

別表第１ ～ 別表第４ （省略） 別表第１ ～ 別表第４ （変更なし） 

組織改正及び品

質マネジメント

文書の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備考 

別表第６ ～ 別表第３１ （省略） 

別表第３２ 各施設の廃液タンクにおける発生元の分類（第５６条、第５７条） 

施設 廃液タンク 発生元 

ＡＧＦ 放出前廃液タンク 

液体廃棄物Ａタンク 

液体廃棄物Ｂタンク 

手洗、暗室排水、床排水、排気筒雨水 

№１、№３～№７セル、ローディングセルの床排水、ホット更衣

室、化学室の手洗及び床排水、№11セル内排水 

№８、№９セルの床排水、グローブボックス及びフード内排水 

ＦＭＦ 既 

設 

施 

設 

液体廃棄物Ａタン

ク 

液体廃棄物Ｂタン

ク 

１階、３階、地下１階、地下２階の手洗及び床排水 

除染セル、クリーンセル、トランスファトンネル、キャスクコリ

ダ、ナトリウム洗浄室（機器用）、リペア室の床排水、地下２階

の手洗及び床排水 

増 

設 

施 

設 

液体廃棄物Ａタン

ク 

液体廃棄物Ｂタン

ク 

３階、地下１階、地下２階の手洗及び床排水 

第２除染セル、第２キャスクコリダ、第２キャスク保管室の床

排水、地下２階の手洗及び床排水 

ＷＤＦ 放出前廃液貯槽 

液体廃棄物Ａ貯槽 

α廃液貯槽 

ポンプ冷却水、蒸発缶スチーム排水 

手洗、暗室排水、床排水、蒸発缶凝縮水 

αセル、βγセル、αホール、キャスク除染室の床排水及び機器

ドレン、地下１階の手洗及び機器ドレン 

ＪＷＴＦ 液体廃棄物Ａ受入タ

ンク 

液体廃棄物Ｂ受入タ

ンク 

廃液移送タンク 

ドレンサンプタンク 

蒸気ドレンピット 

高速実験炉「常陽」とその附属施設、ＦＭＦ、ＷＤＦ、洗濯設備

、蒸気ドレンピット、手洗 

高速実験炉「常陽」とその附属施設、ＦＭＦ、ドレンサンプタン

ク、洗浄廃液受入タンク、液体廃棄物Ａ受入タンク 

液体廃棄物Ａ受入タンク、廃液凝縮水 

床ドレン、機器ドレン 

蒸気ドレン 

ＩＲＡＦ 貯留タンク 手洗、暗室排水、床排水 

別表第３３ ～ 別表第３５ （省略） 

別表第６ ～ 別表第３１ （変更なし） 

別表第３２ 各施設の廃液タンクにおける発生元の分類（第５６条、第５７条） 

施設 廃液タンク 発生元 

ＡＧＦ 放出前廃液タンク 

液体廃棄物Ａタンク 

液体廃棄物Ｂタンク 

手洗、暗室排水、床排水、排気筒雨水 

№１、№３～№７セル、ローディングセルの床排水、ホット更衣

室、化学室の手洗及び床排水 

№８、№９セルの床排水、グローブボックス及びフード内排水 

ＦＭＦ 既 

設 

施 

設 

液体廃棄物Ａタン

ク 

液体廃棄物Ｂタン

ク 

１階、３階、地下１階、地下２階の手洗及び床排水 

除染セル、クリーンセル、トランスファトンネル、キャスクコリ

ダ、ナトリウム洗浄室（機器用）、リペア室の床排水、地下２階

の手洗及び床排水 

増 

設 

施 

設 

液体廃棄物Ａタン

ク 

液体廃棄物Ｂタン

ク 

３階、地下１階、地下２階の手洗及び床排水 

第２除染セル、第２キャスクコリダ、第２キャスク保管室の床

排水、地下２階の手洗及び床排水 

ＷＤＦ 放出前廃液貯槽 

液体廃棄物Ａ貯槽 

α廃液貯槽 

ポンプ冷却水、蒸発缶スチーム排水 

手洗、暗室排水、床排水、蒸発缶凝縮水 

αセル、βγセル、αホール、キャスク除染室の床排水及び機器

ドレン、地下１階の手洗及び機器ドレン 

ＪＷＴＦ 液体廃棄物Ａ受入タ

ンク 

液体廃棄物Ｂ受入タ

ンク 

廃液移送タンク 

ドレンサンプタンク 

蒸気ドレンピット 

高速実験炉「常陽」とその附属施設、ＦＭＦ、ＷＤＦ、洗濯設備

、蒸気ドレンピット、手洗 

高速実験炉「常陽」とその附属施設、ＦＭＦ、ドレンサンプタン

ク、洗浄廃液受入タンク、液体廃棄物Ａ受入タンク 

液体廃棄物Ａ受入タンク、廃液凝縮水 

床ドレン、機器ドレン 

蒸気ドレン 

ＩＲＡＦ 貯留タンク 手洗、暗室排水、床排水 

別表第３３ ～ 別表第３５ （変更なし） 

使用を終了した

設備に係る記載

の削除 
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別表第３６ 負圧及び負圧警報設定値（第６７条、第７０条） 

(1) ＡＧＦ

設備名等 負圧設定値 負圧警報設定値 

ローディングセルボックス、No.１-２ボ

ックス、No.３-１ボックス、No.３-２ボ

ックス、L-１ボックス、L-２ボックス、

No.４ボックス、No.５ボックス、No.６

ボックス、No.７ボックス、No.２セル＊ 

２５０Ｐａ以上 

（２５ｍｍＨ2０以上） 

（ボックス－サービスエ

リア間）

＊No.２セルはセル－サ

ービスエリア間 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（ボックス－セル間） 

＊No.２セルはセル－サービ

スエリア間

No.１２ボックス、No.１３ボックス、N

o.１４ボックス、No.１５ボックス、No.１

６ボックス、No.１７ボックス、No.１８ボ

ックス 

２５０Ｐａ以上 

（２５ｍｍＨ2０以上） 

（ボックス－第２操作室

間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（ボックス－第２操作室間） 

ローディングセル、No.１－１セル、No.

１－２セル、No.３－１セル、No.３－２

セル、Ｌ－１セル、Ｌ－２セル、No.４セ

ル、No.５セル、No.６セル、No.７セル

５０Ｐａ以上 

（５ｍｍＨ2０以上） 

（セル－サービスエリア

間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－サービスエリア間）

No.８セル、No.９セル １５０Ｐａ以上 

（１５ｍｍＨ2０以上） 

（セル－サービスエリア

間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－サービスエリア間） 

No.１１セル、No.１２セル、No.１３セ

ル、No.１４セル、No.１５セル、No.１

６セル、No.１７セル、No.１８セル 

５０Ｐａ以上 

（５ｍｍＨ2０以上） 

（セル－第２操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－第２操作室間）

No.４グローブボックス、No.５グローブ

ボックス、No.６グローブボックス、No.

７グローブボックス、No.８グローブボ

ックス、No.１０グローブボックス、No.

１１グローブボックス、No.１２グロー

ブボックス、No.１３グローブボックス

、No.１４グローブボックス、No.１５グ

ローブボックス、No.１６グローブボッ

クス、No.１７グローブボックス、No.１

８グローブボックス、化学ボックス、質

量分析用グローブボックス、ガス分析用

グローブボックス 

２００Ｐａ以上 

（２０ｍｍＨ2０以上） 

（グローブボックス－設

置室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（グローブボックス－設置室

間） 

コンベア気密トンネル ２５０Ｐａ以上 

（２５ｍｍＨ2０以上） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍ2０） 

別表第３６ 負圧及び負圧警報設定値（第６７条、第７０条） 

(1) ＡＧＦ

設備名等 負圧設定値 負圧警報設定値 

ローディングセルボックス、No.１-２ボ

ックス、No.３-１ボックス、No.３-２ボ

ックス、L-１ボックス、L-２ボックス、

No.４ボックス、No.５ボックス、No.６

ボックス、No.７ボックス、No.２セル＊ 

２５０Ｐａ以上 

（２５ｍｍＨ2０以上） 

（ボックス－サービスエ

リア間）

＊No.２セルはセル－サ

ービスエリア間 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（ボックス－セル間） 

＊No.２セルはセル－サービ

スエリア間

No.１２ボックス、No.１３ボックス、N

o.１４ボックス、No.１５ボックス、No.１

６ボックス、No.１７ボックス、No.１８ボ

ックス 

２５０Ｐａ以上 

（２５ｍｍＨ2０以上） 

（ボックス－第２操作室

間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（ボックス－第２操作室間） 

ローディングセル、No.１－１セル、No.

１－２セル、No.３－１セル、No.３－２

セル、Ｌ－１セル、Ｌ－２セル、No.４セ

ル、No.５セル、No.６セル、No.７セル

５０Ｐａ以上 

（５ｍｍＨ2０以上） 

（セル－サービスエリア

間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－サービスエリア間）

No.８セル、No.９セル １５０Ｐａ以上 

（１５ｍｍＨ2０以上） 

（セル－サービスエリア

間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－サービスエリア間） 

No.１３セル、No.１４セル、No.１５セ

ル、No.１６セル、No.１７セル、No.１

８セル、維持管理設備（No.１１セル、N

o.１２セル）

５０Ｐａ以上 

（５ｍｍＨ2０以上） 

（セル－第２操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－第２操作室間）

No.４グローブボックス、No.５グローブ

ボックス、No.６グローブボックス、No.

７グローブボックス、No.８グローブボ

ックス、No.１０グローブボックス、No.

１１グローブボックス、No.１２グロー

ブボックス、No.１３グローブボックス

、No.１４グローブボックス、No.１５グ

ローブボックス、No.１６グローブボッ

クス、No.１７グローブボックス、No.１

８グローブボックス、化学ボックス、質

量分析用グローブボックス、ガス分析用

グローブボックス 

２００Ｐａ以上 

（２０ｍｍＨ2０以上） 

（グローブボックス－設

置室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（グローブボックス－設置室

間） 

コンベア気密トンネル ２５０Ｐａ以上 

（２５ｍｍＨ2０以上） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍ2０） 

維持管理設備の

追加に伴う見直

し 
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（コンベア気密トンネル

－サービスエリア間） 

（コンベア気密トンネル－サ

ービスエリア間） 

注；負圧設定値の「以上」は負圧の深い側を意味する 

(2) ＦＭＦ

設備等名 負圧設定値 負圧警報設定値 

試験セル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間）

除染セル 

クリーンセル

８０Ｐａ以上 

（８ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間）

ラジオグラフィセル ８０Ｐａ以上 

（８ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－ラジオグラフィセル

操作室間） 

トランスファトンネル ８０Ｐａ以上 

（８ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間）

金相セル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間）

機器修理用ステーション ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（ステーション－操作室

間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（ステーション－サービスエ

リ間）

第２試験セル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－第２操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－第２操作室間）

第２除染セル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－第２操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－第２操作室間）

ＣＴ検査室 ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

(ＣＴ検査室－第２操作室

間) 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

(ＣＴ検査室－第２操作室間) 

第２トランスファトンネル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（コンベア気密トンネル

－サービスエリア間） 

（コンベア気密トンネル－サ

ービスエリア間） 

注；負圧設定値の「以上」は負圧の深い側を意味する 

(2) ＦＭＦ

設備名等 負圧設定値 負圧警報設定値 

試験セル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間）

除染セル 

クリーンセル

８０Ｐａ以上 

（８ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間）

ラジオグラフィーセル ８０Ｐａ以上 

（８ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－ラジオグラフィーセ

ル操作室間）

トランスファトンネル ８０Ｐａ以上 

（８ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間）

金相セル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－操作室間）

機器修理用ステーション ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（ステーション－操作室

間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（ステーション－サービスエ

リア間）

第２試験セル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－第２操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－第２操作室間）

第２除染セル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（セル－第２操作室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（セル－第２操作室間）

ＣＴ検査室 ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

(ＣＴ検査室－第２操作室

間) 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

(ＣＴ検査室－第２操作室間) 

第２トランスファトンネル ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

記載の適正化

（以下同じ。） 
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（セル－第２操作室間） （セル－第２操作室間）

第２機器修理用ステーション ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（ステーション－第２操

作室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（ステーション－サービスエ

リ間）

注；負圧設定値の「以上」は負圧の深い側を意味する 

(3) ＷＤＦ （省略）

(4) ＪＷＴＦ （省略）

別表第３７ ～ 別表第３９ （省略） 

別表第３９．１ 年間予定使用量（第７２条） 

(1) ＡＧＦ （省略）

(2) ＦＭＦ

核燃料物質の種類 
年間予定使用量＊１ 

最大存在量 延べ取扱量 

  １Ｆ燃料デブリ 

  ただし、（１）～（４）の重量の合計が

いかなる組合せにおいても９０ｇを超え

ないこととする。 

（１）天然ウラン及びその化合物

（２）劣化ウラン及びその化合物

（３）濃縮ウラン及びその化合物

（濃縮度２０％未満）

（４）プルトニウム及びその化合物

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

＊１：１Ｆ燃料デブリの年間予定使用量については、燃料成分（Ｕ、Ｐｕ）のみの重量として９０ｇを取り

扱う。実際の１Ｆ燃料デブリは、燃料成分に加えて金属等の不純物が含まれた混合物であるため、施

設の受け入れ時には、受け入れ試料全体の重量（１Ｆで測定した重量）を燃料成分として取り扱うこ

とで、正味の燃料成分よりも多く核燃料物質を見積もることにより、保守側の管理とする。また、１

Ｆ燃料デブリを搬入する際は、天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン（濃縮度２０％未満）、プルト

ニウムについて１Ｆ燃料デブリの重量（受入量）がそれぞれ(1)から(4)の年間予定使用量を超えな

（セル－第２操作室間） （セル－第２操作室間）

第２機器修理用ステーション ２９０Ｐａ以上 

（３０ｍｍＨ2０以上） 

（ステーション－第２操

作室間） 

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（ステーション－サービスエ

リア間）

実験室グローブボックス ２００Ｐａ以上 

（２０ｍｍＨ2０以上） 

（実験室グローブボック

ス－実験室間）

５０Ｐａ 

（５ｍｍＨ2０） 

（実験室グローブボックス－

実験室間） 

注；負圧設定値の「以上」は負圧の深い側を意味する 

(3) ＷＤＦ （変更なし）

(4) ＪＷＴＦ （変更なし）

別表第３７ ～ 別表第３９ （変更なし） 

別表第３９．１ 年間予定使用量（第７２条） 

(1) ＡＧＦ （変更なし）

(2) ＦＭＦ

核燃料物質の種類 
年間予定使用量＊１ 

最大存在量 延べ取扱量 

  １Ｆ燃料デブリ 

  ただし、（１）～（４）の重量の合計が

いかなる組合せにおいても９０ｇを超え

ないこととする。 

（１）天然ウラン及びその化合物

（２）劣化ウラン及びその化合物

（３）濃縮ウラン及びその化合物

（濃縮度２０％未満）

（４）プルトニウム及びその化合物

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

９０ｇ 

＊１：１Ｆ燃料デブリの年間予定使用量については、燃料成分（Ｕ、Ｐｕ）のみの重量として９０ｇを取り

扱う。実際の１Ｆ燃料デブリは、燃料成分に加えて金属等の不純物が含まれた混合物であるため、施

設の受け入れ時には、受け入れ試料全体の重量（１Ｆで測定した重量）を燃料成分として取り扱うこ

とで、正味の燃料成分よりも多く核燃料物質を見積もることにより、保守側の管理とする。また、１

Ｆ燃料デブリを搬入する際は、天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン（濃縮度２０％未満）、プルト

ニウムについて１Ｆ燃料デブリの重量（受入量）がそれぞれ(1)から(4)の年間予定使用量を超えな

記載の適正化 

使用設備の追加

に伴う変更 
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変更前 変更後 備考 

いことを確認する。さらに、１Ｆ燃料デブリの受入量は別表第３９(4)ＦＭＦの範囲で行い、これを

超える核燃料物質の受入れは行わない。 

別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条） 

(1) ＡＧＦ

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊１ 

ローディングセル、№１-２セル、№３-１セル、

№４セル、№５セル、№６セル、№７セル、№８

セル、№９セル

各２２０ 

№３-２セル、Ｌ-１セル、Ｌ-２セルの一括区域 ３つのセル全体の合計で 

２２０ 

№１-１セル ２,６００＊２ 

  

  

 

鉛セル全域(№１１セル、№１２セル、№１３セル

、№１４セル、№１５セル、№１６セル、№１７

セル、№１８セルの一括区域)

鉛セル全体の合計で 

２２０ 

化学室全域(化学ボックス、№１３グローブボック

ス、№１４グローブボックス、№１５グローブボ

ックスの一括区域) 

化学室全体の合計で 

２２０ 

実験室全域(№４グローブボックス、№５グローブ

ボックス、№６グローブボックス、№７グローブ

ボックス、№８グローブボックスの一括区域) 

実験室全体の合計で 

２２０ 

ホット工作室全域（No.１７グローブボックス、No

.１８グローブボックスの一括区域） 

ホット工作室全体の合計で

２２０ 

  

恒温室(№１６グローブボックス) ２２０ 

キャスク １キャスクにつき 

２,６００＊２ 

＊１：ウラン２３５、ウラン２３３及びプルトニウム全核種の合計量について適用する。 

＊２：乾燥系に限る。 

＊３：未照射試料に限る。プルトニウムの場合は密封に限る。 

注；ＦＭＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量に従う。 

いことを確認する。さらに、１Ｆ燃料デブリの受入量は別表第３９(2)ＦＭＦの範囲で行い、これを

超える核燃料物質の受入れは行わない。 

別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条） 

(1) ＡＧＦ

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊１ 

ローディングセル、№１-２セル、№３-１セル、

№４セル、№５セル、№６セル、№７セル、№８

セル、№９セル

各２２０ 

№３-２セル、Ｌ-１セル、Ｌ-２セルの一括区域 ３つのセル全体の合計で 

２２０ 

№１-１セル ２,６００＊２ 

  

  

 

鉛セル全域(№１３セル、№１４セル、№１５セル

、№１６セル、№１７セル、№１８セルの一括区

域) 

鉛セル全体の合計で 

２２０ 

化学室全域(化学ボックス、№１３グローブボック

ス、№１４グローブボックス、№１５グローブボ

ックスの一括区域) 

化学室全体の合計で 

２２０ 

実験室全域(№４グローブボックス、№５グローブ

ボックス、№６グローブボックス、№７グローブ

ボックス、№８グローブボックスの一括区域) 

実験室全体の合計で 

２２０ 

ホット工作室全域（No.１７グローブボックス、No

.１８グローブボックスの一括区域） 

ホット工作室全体の合計で

２２０ 

  

（削る） （削る） 

キャスク １キャスクにつき 

２,６００＊２ 

＊１：ウラン２３５、ウラン２３３及びプルトニウム全核種の合計量について適用する。 

＊２：乾燥系に限る。 

＊３：未照射試料に限る。プルトニウムの場合は密封に限る。 

注；ＦＭＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量に従う。 

記載の適正化 

使用を終了した

設備に係る記載

の削除（以下同

じ。） 
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変更前 変更後 備考 

(2) ＦＭＦ

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ） 

試験セル全体 

（ を含む） 

 

  

  

      ＊1 

  

    

 

 

  

  

      ＊1 

  

    

 

  

  

      ＊1 

  

    

 

  

   

      ＊1 

  

  

除染セル 

各ワークステーション 

（燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

 4,500 - プルトニウム 

  9,350 - 濃縮ウラン 

 38,000 - 劣化ウラン 

  1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 

 1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

 3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

 830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

 1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

  3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

 38,000 - 劣化ウラン 

(2) ＦＭＦ

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ） 

試験セル全体 

（ を含む） 

 

  

  

      ＊1 

  

    

 

 

  

  

      ＊1 

  

    

 

  

  

      ＊1 

  

    

 

  

   

      ＊1 

  

  

除染セル 

各ワークステーション 

（燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

 4,500 - プルトニウム 

  9,350 - 濃縮ウラン 

 38,000 - 劣化ウラン 

  1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 

 1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

 3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

 830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

 1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

  3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

 38,000 - 劣化ウラン 
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変更前 変更後 備考 

 1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（但し、除染セル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

  9,000 - プルトニウム 

 18,700 - 濃縮ウラン 

 75,000 - 劣化ウラン 

 1,000 - 天然ウラン 

 50 - トリウム 

クリーンセル

各ワークステーション 

（燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

 4,500 - プルトニウム 

  9,350 - 濃縮ウラン 

 38,000 - 劣化ウラン 

  1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 

 1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

 1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

 38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、クリーンセル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

9,000 - プルトニウム 

18,700 - 濃縮ウラン 

 75,000 - 劣化ウラン 

 1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

ラジオグラフィセル 3,220 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

 35,000 - 劣化ウラン  ＊1

  1,000 - 天然ウラン 

 50 - トリウム 

金相セル 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

ホットリペア室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

コンタクトリペア室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

電顕室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

実験室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

 1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（但し、除染セル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

  9,000 - プルトニウム 

 18,700 - 濃縮ウラン 

 75,000 - 劣化ウラン 

 1,000 - 天然ウラン 

 50 - トリウム 

クリーンセル

各ワークステーション 

（燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

 4,500 - プルトニウム 

  9,350 - 濃縮ウラン 

 38,000 - 劣化ウラン 

  1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 

 1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

 1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

 38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、クリーンセル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

9,000 - プルトニウム 

18,700 - 濃縮ウラン 

 75,000 - 劣化ウラン 

 1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

ラジオグラフィーセル 3,220 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

 35,000 - 劣化ウラン  ＊1

  1,000 - 天然ウラン 

 50 - トリウム 

金相セル 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

ホットリペア室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

コンタクトリペア室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

電顕室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

実験室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

記載の適正化 
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変更前 変更後 備考 

キャスクカー  2,830 - プルトニウム 

7,560 - 濃縮ウラン 

 10,000 - 劣化ウラン ＊1

  1,000 - 天然ウラン 

  50 - トリウム 

集合体キャスク （燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取り扱う場合）＊２ 

 4,500 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

  1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

キャスク１  220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク２  220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク３  220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク４  220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク５ 580 - プルトニウム 

600 - 濃縮ウラン ＊1

9,650 - 劣化ウラン 

ＭＭＦキャスク 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

ＭＭＦキャスク２ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 
第２試験セル全体 

（ を含む） 

 

  

  

      ＊1 

 

    

 

 

 

  

      ＊1 

  

    

 

 

       ＊1 

  

第２除染セル （燃料集合体の場合）＊２ 

分析室 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスクカー  2,830 - プルトニウム 

7,560 - 濃縮ウラン 

 10,000 - 劣化ウラン ＊1

  1,000 - 天然ウラン 

  50 - トリウム 

集合体キャスク （燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取り扱う場合）＊２ 

 4,500 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

  1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

キャスク１  220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク２  220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク３  220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク４  220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク５ 580 - プルトニウム 

600 - 濃縮ウラン ＊1

9,650 - 劣化ウラン 

ＭＭＦキャスク 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

ＭＭＦキャスク２ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 
第２試験セル全体 

（ を含む） 

 

  

  

      ＊1 

 

    

 

 

 

  

      ＊1 

  

    

 

 

       ＊1 

  

第２除染セル （燃料集合体の場合）＊２ 

使用場所の追加

に伴う変更 
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変更前 変更後 備考 

各ワークステーション 

 30,040 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

 256,000 - 劣化ウラン 

   1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（ピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

4,730 - 濃縮ウラン 

 38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 

1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

 830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

 74,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、第２除染セル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

 31,320 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

 259,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

  50 - トリウム 

ＣＴ検査室 8,940 - プルトニウム 

  9,350 - 濃縮ウラン 

 74,000 - 劣化ウラン   ＊1

  1,000 - 天然ウラン 

  50 - トリウム 

＊１：乾燥系に限る。 

＊２：形状管理による条件。 

注；ＡＧＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量に従う。 

(3) ＩＲＡＦ （省略）

各ワークステーション 

 30,040 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

 256,000 - 劣化ウラン 

   1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（ピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

4,730 - 濃縮ウラン 

 38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

   50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 

1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

 830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

 74,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、第２除染セル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

 31,320 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

 259,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

  50 - トリウム 

ＣＴ検査室 8,940 - プルトニウム 

  9,350 - 濃縮ウラン 

 74,000 - 劣化ウラン   ＊1

  1,000 - 天然ウラン 

  50 - トリウム 

＊１：乾燥系に限る。 

＊２：形状管理による条件。 

注；ＡＧＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量に従う。 

(3) ＩＲＡＦ （変更なし）
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変更前 変更後 備考 

別表第４１ 巡視（第６５条、第７７条） 

設備区分 巡視項目 

セル等＊１

フード＊１

イ 差圧（フードにあっては吸引状態）

ロ セルのγ線の線量当量率

ハ セルしゃへい扉のインターロック表示確認

ニ セル内温度モニタ＊２の指示温度

廃棄物処理設備＊３ 

廃液設備 

廃液処理装置＊４ 

外観点検 

電源設備 イ 電流

ロ 電圧

無停電電源設備＊５ 電圧 

換気設備＊６ フィルタ差圧

＊１：ＡＧＦ、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＪＷＴＦ設備 

＊２：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊３：ＪＷＴＦ設備 

＊４：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊５：ＡＧＦ、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦ設備 

＊６：管理区域内部の負圧維持のための排気設備に限る 

別表第４２ ～ 別表第４３ （省略） 

別表第４１ 巡視（第６５条、第７７条） 

設備区分 巡視項目 

セル等＊１

フード＊１

イ 差圧（フードにあっては吸引状態）＊７

ロ セルのγ線の線量当量率

ハ セルしゃへい扉のインターロック表示確認

ニ セル内温度モニタ＊２＊７の指示温度

廃棄物処理設備＊３ 

廃液設備 

廃液処理装置＊４ 

外観点検 

電源設備 イ 電流

ロ 電圧

無停電電源設備＊５ 電圧 

換気設備＊６ フィルタ差圧

＊１：ＡＧＦ、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＪＷＴＦ設備 

＊２：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊３：ＪＷＴＦ設備 

＊４：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊５：ＡＧＦ、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦ設備 

＊６：管理区域内部の負圧維持のための排気設備に限る 

＊７：ＡＧＦの維持管理設備を含む 

別表第４２ ～ 別表第４３ （変更なし） 

維持管理設備の

追加に伴う見直

し（以下同じ。） 
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変更前 変更後 備考 

別 図 別 図
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変更前 変更後 備考 

別図第１ ～ 別図第２．１ （省略） 

別図第３ ＡＧＦ管理区域図（第３１条、第６１条、第６４条） 

別図第４ ～ 別図第５ （省略） 

別図第１ ～ 別図第２．１ （変更なし） 

別図第３ ＡＧＦ管理区域図（第３１条、第６１条、第６４条） 

別図第４ ～ 別図第５ （変更なし） 

使用を終了した

設備に係る記載

の削除及び部屋

名称の変更 
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変更前 変更後 備考 

別図第６ ＦＭＦ管理区域図（第３１条、第６４条） 別図第６ ＦＭＦ管理区域図（第３１条、第６４条） 

使用場所の追加

に伴う部屋名称

の変更 
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変更前 変更後 備考 

別図第６ ＦＭＦ管理区域図（第３１条、第６４条） 

別図第７ ～ 別図第１１ （省略） 

別図第６ ＦＭＦ管理区域図（第３１条、第６４条） 

別図第７ ～ 別図第１１ （変更なし）

記載の適正化

（以下同じ。） 


